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（県が講ずる具体的施策 ⑥介護） 

 我が国のケアシステムについては、近年の経験を経て、高齢期もできる限り自立した
生活が幸せであること、そして、その自立は保護からは生まれないことが分かったと
指摘されています。人をそれまでの生活から切り離して生活の継続性を切ってしまう
と人間は弱くなります。年をとっても元気で認知症になりにくい、寝たきりになりに
くい、あるいは認知症になっても問題行動が起こりにくいのは、地域の中でそれまで
の生活を維持して馴染みの環境で暮らし続けているからです。 

 
 また、我が国は、在宅で死亡する者の割合が 12%と非常に低いという特徴があり、三

重県の割合も、全国平均水準を若干上回る程度です。これから「多死時代」に突入し
ますが、「死ぬのは病院」という現状が問い直されています。そして、何よりも、多
くの県民が、住み慣れた自宅で最期まで暮らすことを望んでいることを踏まえること
が必要です。 

 
 これらを考え合わせれば、高齢者人口・要介護認定者数の伸びに合わせて、今後も特

別養護老人ホームと老人保健施設をバランスよく整備していきますが、生活の継続性
を重視し、施設入所は最後の選択肢と考え、可能な限り住み慣れた地域の中でそれま
でと変わらない生活を送ることができるように施策を展開すべきです。 

 
 このため、県としては、生活の継続性を重視し、小規模多機能型居宅介護を始めとす

る地域密着型サービスの整備を優先するとともに、介護保険施設に入るべき人が適切
に入所できる環境を整備します。そして、介護保険施設では自宅と同じような生活が
できるよう個室ユニットケアを推進するとともに、ターミナルへの対応を促進します。
併せて、認知症ケアへの対応を組み合わせ、地域での「365 日・24 時間の安心」の確
保をめざします。また、介護者支援の普及を図ります。 

 
 
(1)地域密着型サービスの整備促進《継続改善》 
 生活の継続性を重視するとともに、認知症高齢者や一人暮らし高齢者の増加といった

将来への対応を進めるために、小規模多機能型居宅介護・認知症対応型通所介護・夜
間対応型訪問介護・小規模の入所系・居住系サービスといった「地域密着型サービス」
の整備を進めます(図 3-2-28、図 3-2-29、図 3-2-30)。 

 
 具体的には、「地域密着型サービス」の整備については、市町が日常生活圏域を単位

として策定する面的整備計画に対して、国から地域介護・福祉空間整備等施設整備交
付金が交付されることから、これらの交付金の活用が進むよう、交付金活用事例の紹
介を進めていきます。また、「地域密着型サービス」については、市町ごとの独自報
酬の設定が可能なものがあります。三重県では、松阪市が小規模多機能型居宅介護で
独自報酬を設定しており、これらの制度の普及も図っていきます。 
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(2)施設サービスを必要とする者が円滑に入所できる仕組みづくり《継続改善》 
 特別養護老人ホームは、サービスを受ける必要性の高い申込者を優先的に入所させる

ため、「三重県特別養護老人ホーム入所基準策定指針」に基づき、各施設ごとに入所
基準を策定し、入所申込者の要介護度等を点数化して入所順位を決定しています。 

 
 施設利用者を重度者へ重点化していくため、2008(平成 20)年 5 月に当該指針を見直

すとともに、既に死亡した者や他の施設に入所した者を施設の待機者名簿から除くな
ど適切な名簿管理を施設に依頼しました(図 3-2-31、図 3-2-32、図 3-2-33)。 

 
 関係団体・施設に対して、改正した指針に沿った入所基準の策定や適正な名簿管理に

ついて徹底を図っていきます。 
 
 

指針の見直しと適正運営の確保策

① 要介護度の点数配分が１００点満点中、最
高の要介護４・５でも３０点とウエイトが低く、
施設利用者の重度者への重点化に対応で
きていない。

② 「入所申込みからの期間」を評価している
ため、入所の必要性の有無とは関係ない
早期の申込みを助長するおそれがある。

④ 施設において適切な名簿管理ができてい
ないため、正確な待機者数が公表されてい
ない。この点も、高齢者・家族の不安を煽り、
入所の必要性の有無とは関係ない早期の
申込みを助長している。

名簿掲載者の約４割が既に死亡したか、
他の特養に入所した可能性あり。

課題

指針の見直し
「入所申込みからの期間」の
評価を廃止し、その１０点分
を要介護４・５の点数に移す

（要介護４・５
３０点 → ４０点）

また、既に特養に入所してい
る者についての評価(２０点)を
廃止する

見直し

現存名簿の適正化
死亡者等を除くなど、現存の
名簿を適正なものにする
入口対策（入所申込みの適
正化）
申込み時に、介護支援専門員
等の意見書を求める
出口対策（死亡時・特養入所
時に申込みを取消し）
申込者の死亡や特養入所時に、
申込みの取消しをルール化

③ 既に特養に入所している者についても、医
療機関・老健などへの入院者・入所者と同
様に評価しており、いまだ特養に入所でき
ていない者が優先されない。

 

図 3-2-31 指針の見直しと適正運営の確保策 
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(3)個室ユニットケアの推進《継続改善》 
 個室ユニットケアは、生活環境を重視し、一人ひとりの個性と生活リズムを尊重した

ケア(個別ケア)を行うことを目的として導入されました。 
 
 2014(平成 26)年度における介護保険施設(地域密着型を含む。)の入所定員の 50％以

上を、このうち、特別養護老人ホーム(地域密着型を含む。)についてはその入所定員
の 70％以上を、個室ユニットとする国の基準が示されています。県としても、尊厳あ
るケアの実現に向けて、新たに施設を創設及び増築する場合は全室を個室としたユニ
ット型施設とすることで個室ユニットケアを推進しています。また、既存の施設につ
いても、改修の際には、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金を活用し、個室ユ
ニットケアを推進しています(図 3-2-34)。 

 

 
2008(平成 20)年 10 月１日現在 2014(平成 26)年度の目標 
 
介護保険施設の個室ユニットの割合  介護保険施設の個室ユニットの割合 
  17.8％                       50％ 
うち、特別養護老人ホーム              うち、特別養護老人ホーム 
  23.4％                       70％ 

 
 

特別養護老人ホームの個室ユニットの割合（H20.10.1 現在） 

北勢圏域 中勢伊賀圏域 南勢志摩圏域 東紀州圏域 県全域 

22.1％ 21.2％ 29.8％ 11.2％ 23.4％ 

 
 

老人保健施設の個室ユニットの割合（H20.10.1 現在） 

北勢圏域 中勢伊賀圏域 南勢志摩圏域 東紀州圏域 県全域 

6.3％ 8.0％ 18.9％ 16.8％ 11.5％ 

 
 

図 3-2-34 個室ユニットケアの推進 
 
 
 
 
 
 
 
 












